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新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた 

診療等の時限的・特例的な取扱いについて（通知） 

 

ご承知のように昨日、県内で初めて松江市で新型コロナウイルス感染症の患者が確認され、

続けて新たに５名の感染者がでており、今後クラスター感染拡大の可能性がでてきました。 

これまでに本会より通知した「新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言を受けての

行動について 」を遵守して頂きますとともに、薬局内での感染症対策を今一度確認して頂

き、身を守るよう対策に万全を期して頂きますようお願いします。 

さて、厚生労働省からこれまで発出された関係通知（2/28 および 3/19 付「新型コロナウ

イルス・・・・電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」）を廃止し、「オ

ンライン診療に伴う薬局等の対応」について 4/10 付で新たに記された通知が発出されまし

たので、別添のとおり取り急ぎご連絡いたします。 

なお、通知は文書枚数が多いため、島根県薬剤師会ホームページへ掲載いたします。「新型

コロナウイルス感染症関連情報」のバナーをクリックして頂き、「島根県薬剤師会」＞「「新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等時限的・特例的な

取扱いについて」」の表題をクリックして頂くと、本会文書と併せて厚生労働省の通知文が掲

載されていますので必ず確認願います。 

 

島根県薬剤師会ホームページ http://www.simayaku.or.jp  

＞「新型コロナウイルス感染症関連情報」のバナー＞「島根県薬剤師会」＞「新型コロナウイルス感染

症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等時限的・特例的な取扱いについて」 

 

記 

 

（薬局関連部分主要項目） 

１．処方せんの取扱いについて 

２．電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について 

３．電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施する場合の留意点について 

４．薬剤の配送等について 

５．その他 

※医療機関関連部分には、薬局側にとっても承知しておかなければならない内容（処方できな

い医薬品や処方日数の制限等）の記載もあることから、必ず全文を確認願います。 





 

 



 



 

 



 





 



 




